
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年２月６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

電子ホワイトボード

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　移動式スキャナーと普通記録紙用インクジェット式プリンターを有する電子ホ
ワイトボードである。ホワイトボード部に貼り付けられた模造紙等の大きな原稿
をスキャンし、Ａ４版等に縮尺し印刷することができる。
　また、ボードに貼り付けた原稿とボードに書かれた文字を合わせて印刷すること
もできる。
　Ａ４版原紙をＡ４版紙に複写するなど、サイズ比１対１での印刷を行う機能は
ない。

○構造、仕様、意匠
　読取画面サイズ：約８００㎜×１７００㎜、読取資料最大厚み：３㎜
　記録紙： Ａ４版
　定格：１００Ｖ、６０Ｗ

○ 主な使用者、販売先
事務所等。

２　対象・非対象の解釈

　非対象として取り扱う。

（理由）
　サイズ比１対１での複写ができないことから、「複写機」と見なせず、電気用品
安全法上は非対象として取り扱うのが妥当と考える。


